
事業名 事業概要 主な要件 補助対象 補助率
補助金
上限額
（千円）

事業種別
問い合わせ

先

産地生産基盤パワーアッ
プ事業

収益力強化に計画的に取り
組む産地に対し、農業者等
が行う高性能な機械・施設
の導入や栽培体系の転換等
に対して総合的に支援しま
す。

（１）成果目標
　事業実施後２年度内に産地として生産コストの
10%削減、又は販売額の10%増加を達成すること
等
（２）面積
　産地の経営面積の合計値が下記の面積要件を
満たすこと
水稲：50ha、露地野菜：10ha、施設野菜：5ha、果
樹：10ha　等

（１）整備事業
乾燥調製施設、穀類乾
燥調製貯蔵施設等
（２）基金事業
農業機械のリース導
入・取得等

50%以内 国

県指定産地等整備事業

県指定野菜品目（西区17品
目、北区5品目）の生産基盤
拡大を図るため、ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ
等の設置を支援する

事業対象野菜が、県指定産地の振興品目、準振
興品目であること。他

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、生産管理
用機械等（県指定野菜
品目（西区17品目、北
区5品目）生産用）

１／３以内  － 県

ひょうご施設園芸産地競
争力強化対策事業

産地競争力の強化に向けた
たいさくを行うため、園芸用
ハウスや機械等の設置を支
援する。

整備する生産管理用施設の面積が概ね1,000㎡
以上であること。他

園芸用ハウス、附帯施
設、農業用機械等

１／３以内  － 県

ひょうごの花づくり推進事
業

花き産地の育成・強化を図る
ため、高品質や花持ち等、実
需者からの多様なニーズに
対応した高品質化等に向け
た施設整備等を支援する。

（１）対象品目は、県重点品目（きく、鉢物・花壇用
苗物、ストック、カーネーション）または地域重点品
目（ひょうご花き振興方策（令和３年３月策定）によ
る）に位置づけられた品目とする。
（２）対象品目の栽培面積が原則として0.1ha以上
5ha未満であること
（３）事業実施計画に掲げる達成目標（兵庫県
「ひょうごの花づくり推進事業（高品質等生産施設
整備事業）実施要領」別表に基づく）が適正と見込
まれること

（１）共同利用施設
（２）共同利用機械・機
材
これらを整備する場合
に必要な経費について
の補助

総事業費の
１/３以内

 － 県

農業法人活性化支援事
業

【旧：農業経営スマート化
促進事業】

法人化に取り組む集落営農
組織等が経営の多角化や高
度化に取り組む際に必要と
なる農業用機械などの導入
等について補助する。

（１）スマート化促進機械整備事業
　　法人化、雇用拡大、広域連携等
（２）法人運営プロフェッショナル人材活用事業
　　法人化、雇用拡大、広域連携等

（１）農業機械
（２）人材確保

（１）１／３以
内
（２）１／２以
内

（１）3,000～
10,000千円
（２）1,000千円

県

スマート農業等導入支援
事業

スマート農業等を導入するこ
とで、農作業を省力化、効率
化することにより、農業のさ
らなる振興と農地の適切な
管理につなげる。

（１）導入する機械・設備等を原則10日間／年以
上使用すること
（２）導入する機械・設備等（スマート農業）の普
及・啓発に取り組むこと
（例：事業申請者が所属する出荷グループ等にお
ける情報共有・無償貸与　など）
（３）事業申請者が管理する農地（作業受託を含
む）の１割以上において、導入する機械・設備を事
業実施年度内から使用すること

（１） リモコン式自走草
刈機の導入
（２）水管理システムの
導入
（３）ドローン（農薬・肥
料散布等、農業での使
用に限る）
（４）アシストスーツ（農
作業の負担軽減を図る
ことができるもの等、農
業での使用に限る）
（５）電動アシスト播種
機
（６）その他市長が認め
る機械・設備等

50％以内

500千円
（２）１台あたり
の補助金上限
額は100千円

市

農政計画課
℡：
078-984-
0369

事業に要する
経費の50％
以内

1事業あたり
1,000千円

市

農業振興セ
ンター
℡：
（北）078-
982-2811
（西）078-
975-6860

１　市内の集落営農組合
２　市内で農業を営む農業法人
３　市が認定する認定農業者又は
認定新規就農者（応募時点で認定
有効期間である場合に限る）

農業経営力向上支援事
業

集落営農組織を対象に、農
業用機械、施設及び設備の
導入または修繕に係る費用
の一部を支援する

　次の要件をすべて満たす集落営
農組織。
ア．市内で営農地を有するもしくは
市内の農地で農作業受託を行うも
の。
イ．組織の代表者および規約の定
めがあるもの。
ウ．収支を組織専用の口座で管理
していること。
※令和４年度および５年度にこの
事業を実施した場合は、当該実施
時の計画書に記載の目標値を達
成していること。

事業実施年度から，２年以内に経営規模（農作業
受託面積を含む）を５％以上増加させること。

集落営農組織の発展
(規模拡大・法人化・広
域化等)のために要す
る施設、農業用機械及
び設備の導入。

農業振興セ
ンター
℡：
（北）078-
982-2811
（西）078-
975-6895

神戸市農業活性化協議会が策定
する「産地パワーアップ計画」に位
置付けられた農業者（個人、団体）
等

ＪＡ、農業者が組織する団体（3戸
以上）等

農業者が組織する団体（3戸以上）
等

１　農業協同組合
２　営農集団（３戸以上）※ 等
※組織及び運営に関する規約が
あり、その中で代表者の定めがあ
る団体とする。また、農業者が組織
する団体が事業実施主体となる場
合には、当該事業実施主体は、事
業実施並びに会計手続、事後管理
を適正に行い得る体制を有してい
なければならない。

農業振興セ
ンター
℡：
（北）078-
982-2811
（西）078-
975-6895

１　組織化・法人化に取り組む集落
営農組織や農業経営体
２　雇用就農者の受け入れに取り
組む法人経営体
３　法人同士の合併や広域化に取
り組む法人経営体

R6年度　農業用機械・施設（パイプハウス等）に対する補助事業（ハード事業）

対象者

農地利用効率化等支援
交付金

地域計画を作成した地域等
が目指すべき将来の集約化
に重点を置いた農地利用の
姿の実現に向けて、必要な
農業機械・施設等の導入を
支援する。

地域計画が策定された地域におい
て、地域計画のうち目標地図に位
置図けられた認定農業者、認定就
農者、集落営農組織等

（１）金融機関から融資等を受けること

（２）目標年度に付加価値額（収入総額ー費用総
額+人件費）を拡大すること
（３）農産物の価値向上、単位面積あたりの収量
増加。経営コストの縮減の目標を1つ以上設定す
ること

（１）農業機械や施設の
整備
（２）農地等の改良、造
成または復旧

30％以内

3,000千円
※目標年度の
経営面積が基
準以上となる

場合は6,000千
円

国


